
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の 

規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシス 

テムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に 

基づき総務大臣の定める方法を定める件（仮称）を制定する告示案の概要 

 
１ 制定理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステ

ムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成 26年総務省令第 85号）第

20条ただし書の規定に基づき、総務大臣の定める個人番号カードの交付申請書

の提出方法について定めるもの。 

 

２ 概要 

個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない

方法として、以下の方法を定める。 

① ＱＲコード（※１）を用いて、スマートフォンその他の端末から個人番号カ

ードの申請に係る情報を送信する方法 

② ＱＲコード（※１）を用いて、証明写真機から電気通信回線を通じて地方公

共団体情報システム機構（以下「機構」という。）の使用に係る電子計算機

に個人番号カードの申請に係る情報の送信を行う方法 

③ 個人番号カードの申請に係る機構のホームページに、個人番号カードの交

付申請書の用紙（※２）に記載された交付申請書番号（申請書ＩＤ）（※３）

を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法 

 

※１ ＱＲコード：機構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙に表示する

。 

※２ 個人番号カードの交付申請書の用紙：市町村が設置する統合端末から出力し、又は機

構が作成・発送を行う個人番号カードの交付申請書の用紙（以下「統合端末又は機

構の交付申請書の用紙」という。）をいう。なお、機構が作成する用紙については

、通知カードと併せて住民に発送される予定。 

※３ 交付申請書番号（申請書ＩＤ）：統合端末又は機構の交付申請書の用紙毎に付与され

る番号をいう。 

 

３ 施行期日 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25年法律第 27号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成 28

年１月１日）から施行する。 
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